
 容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び 
 分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針 抜粋 

（平成八年三月二十五日環境庁・大蔵省・厚生省・ 
農林水産省・通商産業省告示第一号） 

最終改正：平成一八年一二月一日財務省・厚生労働省・ 
農林水産省・経済産業省・環境省告示第一〇号 

三 容器包装廃棄物の分別収集に積極的に取り組むべき地域に関する事項及び容器包装廃棄物の分別収集の促
進のための方策に関する事項  

 １ 市町村の取組 
 (2) 分別収集の質的向上・効率化とその他分別収集の促進 
 市町村は、分別収集の質を一層向上させるとともに、容器包装廃棄物の分別収集に係る費用の透明化を推し
進め、分別収集の効率化にできる限り努める必要がある。 
 また、市町村は、住民の意識向上を図るため、住民に対して分別及び洗浄の徹底について周知を行い、洗浄
されていない容器包装廃棄物や、容器包装以外の物が付着し、又は混入した容器包装廃棄物については収集
を見合わせ、住民に対し分別排出の必要性等について説明すること等の措置を講ずることが必要である。  

資料７ 

四 分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理に関する事項  
 容器包装廃棄物の分別収集が適正に実施され、これにより得られた分別基準適合物の再商品化を安定的に
進めることが重要であることにかんがみ、市町村は、自ら策定した分別収集計画に従って容器包装廃棄物を分
別収集するときは、再商品化施設の施設能力を勘案しつつ、分別収集で得られた分別基準適合物を指定法人等
に円滑に引き渡すことが必要である。 
 また、市町村の実情に応じ指定法人等に引き渡されない場合にあっても、市町村は、再商品化施設の施設能
力を勘案するとともに、分別収集された容器包装廃棄物が環境保全対策に万全を期しつつ適正に処理されてい
ることを確認することが必要である。 
 同時に、市町村は、このような容器包装廃棄物の処理の状況等については、住民への情報提供に努めること
が必要である。 
 国は、市町村による再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理を促進するため市町村により分別収
集された容器包装廃棄物の処理の状況を適切に把握するよう努めるとともに、市町村に対する情報提供、不適
正な輸出を防止するための対策その他の措置を講じることとする。 
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